
いちごの花 ―安来市

しまね 百花繚乱 vol.16

　島根県の東部に位置する安来市は、県内有数のい
ちご産地として知られています。古代に栄えた「た
たら製鉄」の影響で生まれた肥沃な土壌に加え、日
照時間の短さや昼夜の寒暖差などの気候条件が、い
ちごにしっかりと甘みを蓄えさせます。ビニールハ
ウス栽培が中心で、冬から初夏にかけて赤くつやや
かな果実が実り、直売所には採れたてのいちごが並
び、観光農園では摘み取り体験も人気です。
　安来市で主に栽培されているのは「章姫」と「紅
ほっぺ」。章姫は細長い形と口当たりの良いやわら
かな食感が特徴で、酸味が少なくしっかりとした甘
みが魅力です。一方、紅ほっぺはふっくらと丸みの
ある形で、甘みと酸味のバランスが良く、豊かな香
りも多くの人に好まれています。

　いちごの花は白く、5枚の花びらを持つバラ科の
植物です。花の中心の黄色い部分がやがて果実とな
り、受粉を経て赤く色づいていきます。安来の春を
彩るこの小さな花と実は、地域の恵みと人の手が育
んだ“甘くて美味しい贈りもの”です。

安来市

あき  ひめ
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健康保険の申請が
電子申請について
詳しくは協会けんぽ
ホームページへ

オンラインで可能に！

令和８年度から『生活習慣病予防健診』がさらに充実します

　協会けんぽでは、令和8年１月１３日（火）から健康保険の各種給付金等についての申請
手続きを、スマホやパソコンなどを利用して行うことができる「電子申請サービス」を開始
しました。従来の紙での申請よりも簡単にご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

これまで紙の申請で生じていた
こんな問題が…

新しい電子申請サービスを使うと！

申請後の手続き状況がわからない

記入漏れや記入ミスがあると、再
度郵送しなければならない

申請書の郵送に手間、時間、
費用がかかる

スマホやパソコンから申請後
の処理状況が確認できます

郵送する必要がなくなり、簡単に申請ができます

システムチェックによって記入
漏れなどのミスを事前に防ぐ
ことができます

充
実
す
る
内
容

若年者用の健診
これまで、３５歳以上の被保険者の方を対象としていた生活習慣病予防健診に、新たに若
年者用の健診を追加します。 ※検査項目は、胃・大腸がん検査を除いたものとします。

NEW!

対象者： ２０歳  ２５歳  ３０歳 の被保険者

生活習慣病予防健診の項目に「骨粗鬆症検診」を追加します。
NEW!

対象者： 4０歳以上 の偶数年齢の女性

人間ドック健診
人間ドック健診に対する定額補助を開始します。
※受診可能な健診機関につきましては、協会けんぽ島根支部ホームページをご確認ください。

NEW!

対象者： 35歳以上 協会補助額： 最大25,000円

骨粗鬆症検診
こつそしょうしょう

助けあい　生きる安心　社会保険
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協会けんぽ島根支部からのお知らせ

社会保険に関する各種書類のダウンロードや、最新の情報はこちらから!

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/

全国健康保険協会島根支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane

島根県社会保険協会
https://www.shimane-shahokyo.or.jp

※次回の発行については令和8年3月を予定しております。

発行者／（一財）島根県社会保険協会
文書提供／松江・出雲・浜田年金事務所、全国健康保険協会島根支部
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お問い合わせ先
■協会けんぽ島根支部
　TEL.0852-59-5139（代表）
　営業時間 8：30～17：15（土日祝除く）

協会けんぽ島根支部
ホームページ

協会けんぽ島根支部LINE公式アカウント友だち募集中です！！ 追加はこちらから

協会けんぽ島根
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最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、
資格取得届等の届出が必要な場合があります
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　「いつからいくらの年金をどうすれば受けられ
るの？」大切な年金ですが、難しくてわからない
そんな疑問など年金制度について分かりやすく
解説します。

　このたび、当協会ホームページに会員事業所の
皆様へのサービス充実を目的としまして、「会員専
用ページ」を新たに開設いたしました。
　専用ページでは、新たなWebセミナー動画など
がご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

令和７年度 年金委員・健康保険委員功労者表彰式
　令和7年11月25日に「令和７年度年金委員・健康保険
委員功労者表彰式」が松江市内のホテルにおいて開催
され、社会保険事業の推進に功績のあった年金委員・
健康保険委員に表彰が行われました。なお、受賞され
た方々は次のとおりです。

令和7年度年金委員表彰者
◆厚生労働大臣表彰
　　岩本　誠三　株式会社ハゼヤマ
◆日本年金機構理事長表彰
　　浦田　明彦　浦田木材株式会社
　　高田精一郎　島根中井工業株式会社
　　武本　義則　公益財団法人江津市教育文化財団
◆日本年金機構理事表彰
　　中田佳代子　有限会社中田建設
　　小林　今弥　株式会社サンエイト
　　布廣　貴志　日本シリカエ業株式会社 
　　増原　由紀　株式会社バイタルリード

令和7年度健康保険委員表彰者
◆全国健康保険協会理事長表彰
　　細田　麻衣　平井建設株式会社
　　黒田　栄治　石見交通株式会社  
　　米浦　道子　公益財団法人しまね自然と環境財団   
◆全国健康保険協会島根支部長表彰
　　坪内　　亙　一畑住設株式会社
　　増原　由紀　株式会社バイタルリード
　　小川　美子　アイカム株式会社
　　藤田　孝子　森下建設株式会社

社会保険実務講座のご案内募 集

年金給付実務講座の開催

会員限定Webセミナー受講者募集のご案内

　講座内容、日程、申し込み方法等詳しくは、
同封の「令和７年度年金給付実務講座の開催」
をご参照ください。

　2月の配信は、前回に続いて「新任事務担当者のための
社会保険の加入と保険料」をテーマに動画配信します。

申し込み方法等は当協会ホームページをご覧ください。
ログイン用のユーザー名・パスワード等の詳細は、

をご参照ください。

募集期間 1月１５日から1月30日まで
動画配信 2月  1日から2月28日まで

【事業案内 ⇨ 実務講習会･セミナー ⇨ Webセミナー】
（内容は前回12月配信と同じ内容です。）

お知らせ「会員専用ページ」の開設

今月号に同封の
「会員専用ページ ユーザー名・パスワードのお知らせ」

　最低賃金の上昇などにより、従業員の賃金を見直し、以下のケースに該当した場合は、届出が必要となりますので、
ご注意ください。

従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く短時間労働者の所定内賃金
（基本給及び諸手当※）が月額8.8万円以上になった場合　※残業代、賞与、通勤手当、家族手当等は含みません
　給与改定等により上記を満たすこととなった短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加
入対象となりますので、被保険者資格取得届の提出が必要です（時給1,016円以上の方が、週
20時間以上働く場合には、所定内賃金が8.8万円以上となり被保険者の資格を満たします）。
　なお、学生の場合は上記を満たしても加入対象にはなりません。

昇給等により固定的賃金の変動に伴って報酬が大幅に変わった場合
　以下の2つの条件をすべて満たす場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヵ月目に被保険者報酬月額変更
届の提出が必要となります。

　なお、届書の様式や記入方法は、日本年金機構ホームページに記載しています。

1変動月から3ヵ月間に支給された報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む）の平均月額に該当する標準報酬月額と
　これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
2３ヵ月とも支払基礎日数が17日（短時間労働者は11日）以上

ご注意
ください

（一般財団法人）島根県社会保険協会からのお知らせ

日本年金機構からのお知らせ

島根県社会保険委員会連合会からのお知らせ

■松江年金事務所 TEL.0852-23-9540
■出雲年金事務所 TEL.0853-24-0045
■浜田年金事務所 TEL.0855-22-0670

各種手続きの詳細は、 
日本年金機構
ホームページをご覧ください

お問い合わせ先 日本年金機構
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年金給付実務講座の開催

会員限定Webセミナー受講者募集のご案内

　講座内容、日程、申し込み方法等詳しくは、
同封の「令和７年度年金給付実務講座の開催」
をご参照ください。

　2月の配信は、前回に続いて「新任事務担当者のための
社会保険の加入と保険料」をテーマに動画配信します。

申し込み方法等は当協会ホームページをご覧ください。
ログイン用のユーザー名・パスワード等の詳細は、

をご参照ください。

募集期間 1月１５日から1月30日まで
動画配信 2月  1日から2月28日まで

【事業案内 ⇨ 実務講習会･セミナー ⇨ Webセミナー】
（内容は前回12月配信と同じ内容です。）

お知らせ「会員専用ページ」の開設

今月号に同封の
「会員専用ページ ユーザー名・パスワードのお知らせ」

　最低賃金の上昇などにより、従業員の賃金を見直し、以下のケースに該当した場合は、届出が必要となりますので、
ご注意ください。

従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く短時間労働者の所定内賃金
（基本給及び諸手当※）が月額8.8万円以上になった場合　※残業代、賞与、通勤手当、家族手当等は含みません
　給与改定等により上記を満たすこととなった短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加
入対象となりますので、被保険者資格取得届の提出が必要です（時給1,016円以上の方が、週
20時間以上働く場合には、所定内賃金が8.8万円以上となり被保険者の資格を満たします）。
　なお、学生の場合は上記を満たしても加入対象にはなりません。

昇給等により固定的賃金の変動に伴って報酬が大幅に変わった場合
　以下の2つの条件をすべて満たす場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヵ月目に被保険者報酬月額変更
届の提出が必要となります。

　なお、届書の様式や記入方法は、日本年金機構ホームページに記載しています。

1変動月から3ヵ月間に支給された報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む）の平均月額に該当する標準報酬月額と
　これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
2３ヵ月とも支払基礎日数が17日（短時間労働者は11日）以上

ご注意
ください

（一般財団法人）島根県社会保険協会からのお知らせ

日本年金機構からのお知らせ

島根県社会保険委員会連合会からのお知らせ

■松江年金事務所 TEL.0852-23-9540
■出雲年金事務所 TEL.0853-24-0045
■浜田年金事務所 TEL.0855-22-0670

各種手続きの詳細は、 
日本年金機構
ホームページをご覧ください

お問い合わせ先 日本年金機構
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いちごの花 ―安来市

しまね 百花繚乱 vol.16

　島根県の東部に位置する安来市は、県内有数のい
ちご産地として知られています。古代に栄えた「た
たら製鉄」の影響で生まれた肥沃な土壌に加え、日
照時間の短さや昼夜の寒暖差などの気候条件が、い
ちごにしっかりと甘みを蓄えさせます。ビニールハ
ウス栽培が中心で、冬から初夏にかけて赤くつやや
かな果実が実り、直売所には採れたてのいちごが並
び、観光農園では摘み取り体験も人気です。
　安来市で主に栽培されているのは「章姫」と「紅
ほっぺ」。章姫は細長い形と口当たりの良いやわら
かな食感が特徴で、酸味が少なくしっかりとした甘
みが魅力です。一方、紅ほっぺはふっくらと丸みの
ある形で、甘みと酸味のバランスが良く、豊かな香
りも多くの人に好まれています。

　いちごの花は白く、5枚の花びらを持つバラ科の
植物です。花の中心の黄色い部分がやがて果実とな
り、受粉を経て赤く色づいていきます。安来の春を
彩るこの小さな花と実は、地域の恵みと人の手が育
んだ“甘くて美味しい贈りもの”です。

安来市

あき  ひめ

協会けんぽ島根支部
キャラクター
しまめちゃん

健康保険の申請が
電子申請について
詳しくは協会けんぽ
ホームページへ

オンラインで可能に！

令和８年度から『生活習慣病予防健診』がさらに充実します

　協会けんぽでは、令和8年１月１３日（火）から健康保険の各種給付金等についての申請
手続きを、スマホやパソコンなどを利用して行うことができる「電子申請サービス」を開始
しました。従来の紙での申請よりも簡単にご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

これまで紙の申請で生じていた
こんな問題が…

新しい電子申請サービスを使うと！

申請後の手続き状況がわからない

記入漏れや記入ミスがあると、再
度郵送しなければならない

申請書の郵送に手間、時間、
費用がかかる

スマホやパソコンから申請後
の処理状況が確認できます

郵送する必要がなくなり、簡単に申請ができます

システムチェックによって記入
漏れなどのミスを事前に防ぐ
ことができます

充
実
す
る
内
容

若年者用の健診
これまで、３５歳以上の被保険者の方を対象としていた生活習慣病予防健診に、新たに若
年者用の健診を追加します。 ※検査項目は、胃・大腸がん検査を除いたものとします。

NEW!

対象者： ２０歳  ２５歳  ３０歳 の被保険者

生活習慣病予防健診の項目に「骨粗鬆症検診」を追加します。
NEW!

対象者： 4０歳以上 の偶数年齢の女性

人間ドック健診
人間ドック健診に対する定額補助を開始します。
※受診可能な健診機関につきましては、協会けんぽ島根支部ホームページをご確認ください。

NEW!

対象者： 35歳以上 協会補助額： 最大25,000円

骨粗鬆症検診
こつそしょうしょう

助けあい　生きる安心　社会保険
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INDEX 新年のご挨拶
島根県社会保険協会からのお知らせp.2 島根県社会保険委員会連合会からのお知らせ

日本年金機構からのお知らせp.3 協会けんぽ島根支部
からのお知らせp.4

協会けんぽ島根支部からのお知らせ

社会保険に関する各種書類のダウンロードや、最新の情報はこちらから!

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/

全国健康保険協会島根支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane

島根県社会保険協会
https://www.shimane-shahokyo.or.jp

※次回の発行については令和8年3月を予定しております。

発行者／（一財）島根県社会保険協会
文書提供／松江・出雲・浜田年金事務所、全国健康保険協会島根支部

2026.1.15発行

通巻861号

お問い合わせ先
■協会けんぽ島根支部
　TEL.0852-59-5139（代表）
　営業時間 8：30～17：15（土日祝除く）

協会けんぽ島根支部
ホームページ

協会けんぽ島根支部LINE公式アカウント友だち募集中です！！ 追加はこちらから

協会けんぽ島根

4


